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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 令和元年度第３回寒川町自殺対策計画推進協議会 

開催日時 令和元年１０月１日(火) １３時００分～１４時２５分 

開催場所 東分庁舎 第１会議室 

出席者名、欠

席者名及び傍

聴者数 

出席者：桑原委員、髙山委員、佐藤委員、曽我委員、森井委員、小西委員、 

三留委員、花山委員、野田委員、塚田委員、井上委員、稲葉委員、 

小泉委員 

欠席者：笹森委員 

事務局：中島町民部長、芹澤町民窓口課長、袴田町民窓口課主査 

傍聴者：なし 

議 題 

（１）「（仮称)寒川町自殺対策計画」（素案）の確定について 

（２）パブリックコメントの実施について 

決定事項 

・議事録承認委員は、輪番制。 
今回は、曽我委員及び小西委員が務めることを確認。 

公 開 又 は 非

公開の別 

 

公開 

非公開の場合そ

の理由（一部非

公開の場合を含

む） 

 

 

議事の経過 

１ 開会 

   芹澤町民窓口課長 

 

２ あいさつ 

   花山会長 

 

３ 議事録承認委員の指名 

   承認委員は輪番制。今回の承認委員は、曽我委員と小西委員が務めること

に決定する。 

 

４ 議題 

 （１）「（仮称）寒川町自殺対策計画」（素案）の確定について 

 （２）パブリックコメントの実施について 
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【花山会長】それでは、議事に入らせていただきます。次第に従いまして４番、議

題の（１）「（仮称）寒川町自殺対策計画」（素案）の確定について、事務

局より説明をお願いいたします。 

【事務局】それでは、計画素案（修正版）をご覧ください。第２回会議で委員の皆

様からいただいたご意見をもとに、修正を行った部分を中心に説明させ

ていただきます。 

     その後、再度、委員の皆様からご意見をいただき、本日は協議会とし

て案を確定していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

     事前にお配りした素案には、表紙と目次がございませんでしたので、

本日、表紙と目次の案を作成し配付させていただきましたので、あわせ

てご覧いただければと思います。 

     副題は、厚生労働省の作成の手引きの副題「～誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会の実現を目指して～」の社会というところを寒川町に

変えて仮のタイトルをつけさせていただいておりますが、計画名につい

てもご意見をいただければと思いますのでよろしくお願いします。 

     それでは、事前に配布させていただいた素案の第１章についてですが、

第１章については、特にこちらで変更をかけておりません。第１章につ

いては以上です。 

【花山会長】第１章については、前回からの変更点はないということのようです

が、委員の皆様からは何かご意見等はございますでしょうか。 

【井上委員】３ページの計画の期間のところですが、中間の見直しが２０２０年

度の末に入っておりまして、多分、次期寒川町総合計画の計画に合わせ

た形で２０２０年度の末ということにされたと思うのですが、まだ１年

しかこの計画に沿って行っていない中で、中間見直しが果たしてできる

のだろうかというところが、少し心配になりました。 

     多分、中間見直しでできるものとすれば、ゲートキーパー養成研修の

数であるとか、何とか教室の数であるとか、キャンペーンの回数である

とか、そういう取組の回数というのを３月に締めて、４月の末ぐらいに

は出るかなとは思うのですけれども、そこで見直しをかけて１年間やっ

たものを修正するというのは、そのまま同じような計画になってしまい

ますし、修正を評価する期間もないのではないかと思いました。次期寒

川町の総合計画ができて、自殺計画を２年ぐらいやってみて、その総合

計画に合った形で自殺計画が進行しているかどうかを見て、修正して残

り３年をやるとか、そういう形はどうなのかと、１年で見直しは難しい

のではという素朴な疑問が湧いてきたところです。 
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【花山会長】事務局のほうではいかがですか。 

【事務局】ここでの中間見直しは、取り組み自体が総合計画から外れてしまった

り、大きく変わったりしていないか、事業内容というよりは、基本施策

とした取組が総合計画と大きくずれていないかの確認をとるという意味

の中間見直しということで表記させていただきました。 

【事務局】補足をさせていただきますが、町の総合計画が今年度から２０２０年

度で一旦、２０２０プランは終了になりまして、今年度から次期計画の

策定に着手をしているのですが、かなり大幅な見直しが予想されており

ます。 

     それもございまして、２０２０年度の段階で、１年間、自殺計画の場

合は実施をして、その段階と、それから、その次期の総合計画の大体の

あらましがもう２０２０年度中には出てまいりますので、それとすり合

わせをして、２０２１年度に実施するに当たって、見直しが必要なもの

は年度末といいますか、年度初めになってしまうかもしれないのですが、

そこで見直しをさせていただこうと考えております。 

     そうしませんと、総合計画で位置づけられる実施計画の中にいろいろ

と、この後、事業をどのような実施計画に位置づけるかというのが、細

かい部分は検討が進められるのですが、その中で自殺対策のこの計画に

位置づけられている事業なり取組なりが見直されて、今、位置づけてい

る部分と合わなくなったり、また、見直しが必要だったり、追加しなけ

ればいけなかったりというところがあった場合には、その段階で、一旦、

まずは見直しをさせていただこうと考えております。 

     その後、計画の期間の表の上にも文章で表記をさせていただいている

のですが、計画期間内であっても、必要な見直しを行うこととするとい

うことで、例えば２０２１年度、２０２２年度、新しい次期の総合計画

の下で、この自殺対策計画を行った中で、やはり見直しが必要ではない

かというときには、この中間見直しのほかにも必要に応じて見直しをさ

せていただこうと考えておりますので、そのような形でお願いできれば

と思います。 

【井上委員】わかりました。 

【花山会長】桑原委員、よろしいですか。 

【桑原委員】私も、今の事務局の説明があった点で、念のため確認をさせて頂き

たいと思っていました。おそらくそういうことではないかと思っており

ましたが、事務局より明確にご説明をいただきましたので、これで結構

です。 

【花山会長】そのほかの部分でいかがでしょうか。 
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【小泉委員】表紙のところに戻って恐縮なのですが、全体を通しての年度の表記

について、今、最初の３ページあたりですと２０１９年度というような

表記で、見出しのほうが令和という形で元号を使っている。途中途中の

資料については、おそらくプロファイルなどから持ってきているので西

暦になっているのではないかという気もします。その辺の統一感が少し

無いと思いましたので、チェックしていただきたいと思います。 

【花山会長】よろしいですか。 

【事務局】併記する形で統一させていただきます。 

【花山会長】ほかにいかがでしょうか。 

【井上委員】１ページなのですけれども、中段の中に、「生きることの包括的な支

援」と両括弧で入っていて、私たち委員はよくわかるのですが、町民の

方々が生きることの包括的な支援という少しわかりにくいような表現で

大丈夫かと思いまして、ちょうどこの下に空欄が七、八センチあるもの

ですから、ここのところに、生きることの包括的な支援とはといったコ

メントを入れると、町の人が誰でも見たときにわかりやすいかなと思う

のですが、いかがでしょうか。 

町民代表の委員などはいかがですか。「生きることの包括的な支援」と書

かれたときに、何ですよとすぐ言えますでしょうか。 

【小泉委員】１ページ目なので、確かに突然に出てきたということになるのでは

ないかという気がします。 

     だんだん、取組などを読んでいく中で、最後になって、ああ、そういう

ことねということになると思うのですが、確かにおっしゃるとおり、１

ページ目というところがつらいかと思います。 

【井上委員】生きることの包括的な支援というテーマでずっと来ているので、少

し補足してあげたほうが親切ではないかと思います。 

     自殺に至る経過の中で、４つ以上の要因があるとか、あるいはいろい

ろなことに繋いでいくとか、自殺に至る要因は、家庭不和とか、経済と

か、健康とか、いろいろなことがあるから、全体を包括して支えるとい

うように。自分のところに来た相談は、そこだけで終わりにせずに、み

んなで気付いてあげて、支えていくという意味が、多分、生きることの

包括的な支援ではないかと。また、桑原先生に詳しく聞くとわかると思

うので、簡単に補足するのはいかがかと思ったのですが。 

【桑原委員】今、ご意見のあった包括的な支援という概念は、いろいろな意味合

いがあってどのように理解するのかはなかなか難しいですね。例えば、

地域社会システムとしての包括的な支援という場合もありますし、方策

としての包括的な支援という場合もあります。 
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ただ、包括的な自殺対策支援について考えるためには、自殺者 3 万

人問題が発生してから今日までの取り組みの経緯を振り返る必要があ

ります。 

平成 10 年当初は、自殺する人は何らかの心の病にかかって自殺する

とされていたので、自殺防止には、心の病の治療や予防体制の整備を

するしかないということで、精神科医療まかせでの対処から始まりま

した。そして、その後の８年間で、精神科の利用者と抗うつ薬等の使

用量が直線的に増えましたが、自殺者は全く減らなかった。そうした

なか、民間団体の人達が、自殺で大切な人を失った遺族の話の聞きと

りなどを行い、自殺者は、心の健康の問題だけではなく、心理社会・経

済的な問題など様々な困難を抱えて次第に自殺へと追い込まれている

のだというとがわかってきました。だから、自殺者を減らすには、医

学的モデルでの対応ではなく社会全体で、様々な支援ニーズに取り組

まなければならないとされるようになりました。 

そして、国ぐるみで様々な立場の人達による総合的な支援を行うた

めの法律と国家戦略が決められて社会モデルでの包括的支援が展開さ

れることとなりました。その後、自殺者は、毎年、着実に減るようにな

った訳です。そして、こうした自殺対策の経緯をふまえた今後の国の

自殺対策のありかたの再検討がなされるなかで、自殺者が減ったのは、

自殺に傾いた人の抱えている様々な問題を、行政や地域の人達が直接

的に肩代わりして解決してあげたからではなく、自殺に傾いた人が、

本来もっている「生きる力」を取り戻し、自ら困難に立ち向かえるよ

うになるための支援ができたからではないかという気づきがなされた

わけです。 

その結果、これからの自殺対策は、自殺に追い込む要因を減らす支

援だけではなく、人がもつ「生きる力」を引き出し育む支援が必要と

されるようになりました。そして、今日では、体、心、暮らしの健康づ

くりという、公衆衛生的な視点での支援も含む「生きる力を育むため

の包括的な支援」が求められることになったと私は理解しています。 

 というわけで、さっと「生きるための包括的な支援」と言ってしま

うとそのまま流れていってしまうのですけど。こうした方針の変化の

経緯を寒川町としてどのように理解するかで、町の計画づくりの方針

が、より明確になってくるのではないかという気がします。 

【事務局】ただいまいただいたご意見で、確かに自殺対策の大綱なりでうたわれ

ている言葉をそのまま引用して載せてきてしまったものですから、自殺

の大綱などを読み込むと、今、桑原委員からございましたとおり、これ
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までの多方面からの自殺防止という視点だけでなく、生きるということ

を支えるという視点での施策も含めた施策が必要というところで、「包括

的な」という言葉が入れられてきているのですけれども、それをわかり

やすく説明ができるかどうかというのは非常に難しいところです。また、

今回の法改正や大綱で示しているところを、全て網羅した形で説明をし

ないと説明し切れないのではないかというところがございますので、事

務局のほうでも、一旦、ご意見を承って考えさせていただければと思い

ます。 

     もう少し簡単に生きることの包括的な支援というのが、いろいろな分

野での施策と有機的に連携を図ってというような形で、それもまた少し

抽象的と言われてしまうのかもしれないのですが、そのような形で表現

が可能かどうか検討させていただければと思います。 

【花山会長】よろしいでしょうか。 

【井上委員】もし良ければ、桑原先生、少しコメントや説明を書いていただいて、

事務局のほうにお渡しいただけないでしょうか。 

【桑原委員】なかなかまとめるのが難しいですね。保健、医療、福祉などの領域で

の総合的な取り組みという視点もありますし、今回は、もっともっと社

会的なことも含めて、働く場や地域で生活する高齢者のためのライフの

視点での包括的支援という見方もあります。また、やはり学校という場

での取り組みという問題が大きいです。教育の中で生きる力を育むため

の取り組みをするという課題です。こういったことも含めて考えないと

包括的な支援にはならないです。 

もう一つ、計画の見直しという話もありましたけど、やはり初めから

完璧な計画はないので、まず、実現可能なものから始め、その結果をき

ちんと評価して寒川町の総合計画をより良いものに練り直していくとい

うことが必要になると思います。 

今の、計画書のなかに「生きることの包括な支援」についての簡単な

説明を入れてみてはどうかというご提案は、なかなか難しいことですが、

また少し自分なりに整理をしてみて、お伝えできるようであれば、原案

を作り事務局にご報告させていただきたいと思います。 

【井上委員】ぜひ、力を貸していただければと思います。 

【事務局】生きることの包括的な支援とはという形で説明するとなるとなかなか

難しいところがございますので、例えば、「この改正により、自殺対策が

保健と医療、福祉、教育、労働、その他の関連施策との有機的な連携が図

られ、生きることの包括的な支援として実施されるべき」といったよう

な、頭に少し、今回、いろいろ取り組まなければいけない分野を並べた
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上で、それと関連して「生きることの包括的な支援」といったような表

記で、もし可能であればそのように訂正させていただければと思います。 

     生きることの包括的な支援の説明となると非常に難しく、ほんとうに

全体をご説明しなければというところもございますので、いわゆる精神

衛生とかそういった部分だけではないと、いろいろな分野の関連施策と

連携をしていかなければいけないという言葉を、このかぎ括弧の前に加

えさせていただくということで、ご理解いただければと思うのですが、

よろしいでしょうか。 

【花山会長】よろしいですか。 

【小西委員】私も、今の課長のご説明でいいかと思います。例えば、包括的な支援

というのは、あらゆる分野があって、それを一つずつ説明するのは、ほ

んとうに不可能だと思いますし、この後に書かれている文言を考えます

と、やはり、今、課長がおっしゃったように、主な支援の母体となるよう

なことを少し前に加えていただければ、それでいいかと思います。よろ

しくお願いします。 

【花山会長】よろしいでしょうか。そのほかではいかがでしょうか。 

【小西委員】表紙のことも、今よろしいでしょうか。 

寒川町自殺対策計画というのは、仮の名称ということなのですが、これ

は、何を基本にこのようなタイトルとしたのでしょうか。他のところで

も、こういった形でやっているのでしょうか。 

【事務局】この自殺対策計画という名称については、自殺対策基本法で市町村ご

とに、全市町村がそれぞれの自治体の実情に応じた自殺対策計画という

のを定めるということになっているので、そのまま自殺対策計画という

名称を仮につけさせていただきました。 

     自治体によっては、もっと皆さんに親しんでいただくという言い方も

変なのですけれども、より身近に感じていただくために、例えば茅ヶ崎

市ですと、「いのち支えるちがさき自殺対策計画」というような名称をつ

けています。また、藤沢市では、自殺対策計画のあとに「～気づき つな

がる いのちを支える藤沢市～」というようなサブタイトルをつけてい

たりします。 

 ですので、これは最終的に計画をつくった段階で、町民の皆さんによ

り身近に考えていただけるように、サブタイトルやタイトルそのものを

もう少し膨らましてつけているなどしていきたいと思っています。また、

委員の皆様からもご意見をいただいたうえで、決めていきたいと考えて

おります。 

【小西委員】寒川町自殺対策計画は、少し固いのではないかと思います。もう少
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しみんなが受け入れやすいような何かよい言い方をお願いします。 

【事務局】わかりました。今、ご意見にございましたとおり、自殺対策計画という

ストレートな名称ではなく、もう少し皆様に身近に感じてもらえるよう

な、そういったタイトル、サブタイトルなりを事務局で幾つか検討させ

ていただいて、また皆様からご意見を頂戴できればと思います。 

     もし、皆様からこういう感じはどうか、という提案などあれば、どう

も行政職員は頭が固く、うまい言葉がなかなか難しいものですから、ぜ

ひ、皆様のほうからこんなイメージでというのがございましたら、ご意

見をいただけると助かります。 

【曽我委員】今、仮のサブタイトルとしてついている「誰も自殺に追い込まれる

ことのない」というのは、少し直接的というか、非常に厳しい感じのす

る言葉なので、先ほどのほかの自治体のように「いのちを支える」とか

「生きることを支える」とか、そういう文言のほうが、自殺というのが

あまりにも直接的にはならないのではないかと思います。自殺をなしに

はできないとは思いますけれど、少しやわらかくしていただいたほうが、

町民の方が読むに当たってはいいのではないかと思います。 

【花山会長】では、その辺も含み置きいただきながら検討をお願いします。 

そのほかはいかがでしょうか。 

     それでは、第１章につきましては、何点かありましたけれども、それ

らを考慮いただきながら、これまでの説明の案でよろしいでしょうか。 

     それでは、続きまして、第２章を事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】素案の５ページをご覧ください。３段落目になります。 

     どのような資料に基づいて本計画における自殺の実態分析を行ったか

について、いただいたご意見をもとに修正させていただきました。 

     次に、７ページの中ほどの文章になりますが、「８０歳」を「８０歳代」

と、「代」を１文字加えました。 

     また、下の自殺死亡率の図の中に「寒川町自殺率」「全国自殺率」と略

称となっていた部分を、「寒川町自殺死亡率」「全国自殺死亡率」と変更

しました。 

 ７ページは以上です、次に８ページをご覧ください。 

     １行目の４のタイトルについて「職業の有無に見た自殺者の傾向」と

なっていたものを、ご意見をいただいたとおり「労働者の自殺の傾向」

に訂正しました。 

     次に、１０ページをご覧ください。 

     前回は、地域自殺実態プロファイルにおいては、重点的に取り組む事

項としてうたわれていたのですが、自殺者数が極めて少ないことからデ
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ータの公表ができないため、「子ども・若者」という特性を除いた表記と

なっていましたが、今回は、「子ども・若者」について下に注釈をつける

ことで、「子ども・若者」の文言も掲載することとしました。      

     また、注釈については、庁内連絡会の委員より、「子ども・若者」だけ

でなく、「高齢者」、「生活困窮者」等の示す対象についても注釈を入れた

ほうがいいのではないかという意見があり、あわせて注釈を、少し長く

なったのですが、つけさせていただきました。 

     この注釈については、地域自殺実態プロファイルを作成している自殺

総合対策推進センターが作成した地域自殺対策政策パッケージから部分

的に引用いたしました。 

     ただし、高齢者については、そのパッケージの中に明確な記載がなか

ったため、自殺総合対策センターに直接電話確認したところ、高齢者と

いうのは一般的には６５歳からと言えるけれども、６５歳だからいきな

り高齢者と線引きできるものでもないので、自殺対策推進センターの説

明では、何歳からといった明確な定義はありませんという回答を得たの

で、このような曖昧な注釈になっております。 

     注釈があったほうがはっきりする部分もあるのですが、例えば、対象

者が「高齢者」と「生活困窮者」両方に重なる部分もあるので、かえって

ややこしくなってしまうこともあるので、こちらについては、事務局の

でも注釈をつけたほうがいいのかどうか悩んでおります。 

     悩んでいる中で、若干、注釈を変えたものも一緒に提示させていただ

いておりますので、ご意見をいただければと思います。 

     また、事前配付したものと、追加でお配りしたもの、どちらがいいか

ということだけでなく、そもそも注釈は要らないのではないかなどのご

意見もいただければと思います。 

 以上です。 

【花山会長】ありがとうございました。それでは、第２章についてご意見等はご

ざいますでしょうか。 

【小西委員】この注釈なのですが、結構ゆとりがあるので、そんなに文字を小さ

くする必要はないと思います。あと、この１０ページをずっと読んでい

きますと、これを読み取ることが難しい状況になっています。また、「た

だし、寒川町の高齢者の自殺率は、全国自殺率と比べて大きく上回って

おり、また、そのなかでも同居人」で、この「なか」は必要ないような気

がします。それから、その下の行の、「そのため、まず、この年代に重点

を置いた取り組み」とありますけれども、「この年代」というのは、８ペ

ージで見ますと、この「７０歳代」のことを指しているのか、または、単
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に同居している高齢者を指しているのか。その辺をお聞きしたい。 

【事務局】「この年代」につきましては、高齢者を指しています。高齢者は、一般

的に介護保険などで言うと６５歳からというのが多いのですが、警察の

統計が１０歳刻みになっている関係で、６５歳からという数字が出ない

ので、プロファイル上は６０歳からを使っているため、「この年代」とは、

６０歳以上の高齢者を指して使っております。 

【花山会長】よろしいですか。 

【小西委員】はい。 

【花山会長】そのほかはいかがでしょうか。 

【稲葉委員】ここの注釈、今、赤で入れていただいているのは、実際は全部黒とい

うことでよろしいですか。 

【事務局】黒です。 

【稲葉委員】グラフも全部黒で出てくるわけですか。 

【事務局】基本的には黒です。 

赤文字のところは、新しく加わったのがわかりやすいように、今回は赤に

させていただいております。 

グラフは、フルカラーですと青系の色になるかと思います。 

【花山会長】よろしいですか。そのほかはいかがでしょうか。 

     文字の大きさについては。 

【事務局】注釈の部分につきましては、ほかのページでも米印とか、花マークと

いうか、全ての注釈の文字が、少し小さめな文字でついておりますから、

このページだけ大きくするというよりは、全体、どのページも大きくす

る形になってしまいます。 

     そうすると、ページの割り振り上、少し難しいところがあるのですが、

このポイントだと見にくいでしょうか。 

【小西委員】端的に言うと、これを黒にした場合、余計、見にくいので、もしでき

れば、注釈はそのまま赤というわけにいかないですか。そのほうが、か

えって、こうしてぱっとしたときに、見やすい気がしないでもないので

すが。 

【森井委員】すみません、私は、注釈なので、やはり大きいのと小さいので少し差

があっていいのではないかと。同じ字の大きさだと、同じものに見えて

しまう部分があるから。同じ黒であるなら、この段を、もう少し下をあ

けて、注釈ということがはっきりとわかるように示されればよいと思い

ます。小さい文字にしたほうが、少し差があっていいのではないかとい

う気がします。 

【事務局】もしできましたら、本文と注釈というのを分けて表記をするという意
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味で、少し小さめな字で注釈は統一させていただけたらと思います。 

     また、注釈の部分を赤字にしてしまいますと、逆に本文よりも注釈の

ほうが目立ってしまうのではないかというところで、できましたら同じ

黒文字で表記をさせていただければと思います。 

【花山会長】よろしいですか。そのほかはいかがですか。 

【井上委員】９ページなのですが、事前に事務局にお話し少しつけ加えてもらっ

たところがあります。同居人の有無の表のところです。９ページで言い

たかったことは、６０歳代以上の自殺の方は、実は、同居しているとい

うところではないかと。ここを強調しないと意味がないと思ったので、

合計の前に、同居あり、なしそれぞれの計を一行入れてもらったのです

が、いかがでしょうか。 

【事務局】少し急いで作成したもので、わかりづらい形になっていて申し訳あり

ませんが、検討をよろしくお願いします。 

【花山会長】それでは、一行追加するということでよろしいですか。そのほかは

いかがでしょうか。 

【事務局】１０ページにもう一度戻らせていただきます。事前にお配りした 

１０ページと本日配付させていただいた１０ページ、何が違うかと言い

ますと、まず、本文の上から３行目のところ、米印がどこまでかかるか

が少しわかりづらかったので、下線を引かせていただきました。 

     それから、「なお、『子ども・若者』については」の後、「児童・生徒等

の自殺者数の内訳が、関連資料として示されておりますが」というのを

加えました。また、少しくどくてわかりづらい表記となっていた「その

ため、本章においても、…」以降の注釈を削除しました。 

     ほかにも、この注釈部分については、例えば高齢者、明確な年齢定義

を設けていないのだけれども、寒川町の計画では、地域自殺実態プロフ

ァイルに従って６０歳以上を対象とするという説明を、入れてもいいの

ではないかという意見もいただきました。ただ、反対に、重点施策の取

組は、高齢介護課の事業が多いので、６５歳以上を対象としているもの

が多く、そこと少し、取組と年齢がずれてくるということを考えると、

入れたらいいのだろうか、入れないほうがいいのだろうか悩んでいます。

今、事務局として第 1 候補として考えているのが、今日、出させていた

だいた１０ページの追加版となりますが、このページについてご意見を

いただければと思います。 

【花山会長】わかりました。１０ページの注釈の新しい案のほうでいいかどうか

ということでご意見をお聞かせいただけますでしょうか。 

【髙山委員】アンダーラインはここでしか出てこないので、やはり少し見にくい
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というか、わかりにくいと思います。だから、それぞれ括弧の後に米印

を入れたほうがわかりやすいのかなと思うのですが、一括してではなく

て。「高齢者」（※）、「生活困窮者」（※）、「子ども・若者」（※）、「勤務・

経営」（※）にしたほうがわかりやすく、統一されるのではないかと思い

ます。 

【事務局】今回、本文のところでアンダーラインがあるのはここだけでしたので、

そうしましたら、「高齢者」の後に（※）、「生活困窮者」の後に（※）、「子

ども・若者」の後ろにも（※）、「勤労・経営」（※）ということで、全部

に米印を振らせていただいて、下の米印のところで説明をさせていただ

くというような形にさせていただきます。 

【花山会長】そのほかにいかがでしょうか。 

【曽我委員】前回の会議に出席していないので、事情がわからないのですが、７

ページのところで、「８０歳以上」に、代を入れて「８０歳代以上」と表

記することになったというのですが、８ページ目には、５番の高齢者の

自殺の傾向で、「女性は８０歳代の人数が多くなっています」と書かれて

います。８０歳以上が多くなっていますが、８０代とは限らないです。

９０歳の場合もあります。ですので、ここは８０歳代以上でなく、８０

歳以上でいいのではないかと思うのです。もしそろえるなら９ページ目

の表も８０歳代以上とかにするのかと思うのですが。私は８０歳以上で

いいのではないかと思います。 

     いずれにしても、統一をされたほうがよろしいのではないでしょうか。 

【事務局】事務局でしっかりとチェックができていなくて申し訳ございませんで

した。こちらにつきましては、８０歳代以上とするのか、８０歳以上と

するのか、検討させていただいて、どちらにしても各ページで同じ表記

になるように統一を図らせていただきます。ありがとうございます。 

【花山会長】よろしいでしょうか。そのほかはいかがでしょうか。 

     では、先ほどの事務局からの提案があったように、注釈の部分は、最

新の出されたもので行くということでよろしいですか。それでは、その

ようにさせていただきます。 

 第２章全体を通しまして、まだ何かありましたらご意見をお聞かせく

ださい。 

ないようでしたら、第２章につきましては、以上とさせていただきます。 

     続いて、第３章の説明を事務局よりお願いいたします。 

【事務局】では、１２ページをご覧ください。 

     第３章についてですが、基本施策、重点施策の項目名を変更している

ため、施策体系図内の項目名も修正しました。 
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     続きまして、１３ページですが、「１ 地域におけるネットワークの強

化」のところで、連携機関名を加えてはどうかという意見がありました

ので、連携機関名を加えさせていただきました。 

     「２ 自殺対策を支える人災の育成」というところにつきましても、

若干表現を変更いたしました。 

     続きまして、１４ページですが、いただいたご意見をもとに、タイト

ルの「住民」というものを「町民」へ変更し、資料編として掲載を考えて

いるｅモニターのアンケートと結びつけた説明を加えました。 

     また、ＳＯＳを出さないほうが問題と読み取れてしまうのではないか

とご指摘いただいた以前の表記を修正し、「ＳＯＳを出せる力を養うこと

が大切である」といった内容に修正しました。 

     １５ページの「生きることの促進要因への支援」につきましては、何

名かの委員から生きることの阻害要因をなくす取組だけでなく、もっと

前向きな生きることの促進要因へと働きかける取組を増やしてはという

意見をいただいておりましたので、①として「生きがいづくり活動の支

援」という項目を新たに作成し、８つの取組を取り上げてみました。 

     ８つの取組としては、健康スポーツ課の再掲から、生涯学習活動、高

齢介護の活動、福祉の就労支援、保育・青少年の青少年育成活動などを

入れております。 

     １７ページにつきましては、教育相談の取り組み内容が簡単に書かれ

過ぎているのではないかというご意見もありましたので、担当課とも相

談をし、「子どもや保護者の発信するＳＯＳを受け止め」という言葉と、

「いじめ」という言葉を追加させていただきました。 

     また、「②の相談対策の充実」に限った話ではないのですが、そもそも、

この主な取組はどういう順番で並べているのかというご質問をいただき

ましたので、再度、全体を通じて見直しを行いました。 

     施策項目とより関係度の高いものを上位に、また、対象を限定せず、

広く捉えているものを上位にという流れで組み直してみました。 

     続きまして、１９ページをご覧ください。 

     こちらは、いただいたご意見をもとに、説明部分について修正を行い

ました。 

 ５－１の教育相談の内容につきましては、再掲ですので、先ほど説明

させていただいたとおりとなります。 

     ２１ページ、重点施策につきましては、生きがいづくり活動の支援と

して取組を載せた２事業、「高齢者生きがいづくり等支援事業」と「介護

予防事業」についても、再掲という形で追加いたしました。 
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     また、前回、ご意見をいただいたゲートキーパー研修については、「（２）

高齢者の地域支援体制の強化」の項目を作成し、高齢者に対する支援と

項目を分けました。 

     第３章については以上です。 

【花山会長】ありがとうございました。それでは、ご意見のある委員はお願いい

たします。 

【井上委員】１３ページのところなのですが、下の主な取組のところに、ゲート

キーパー養成研修が入っておりまして、その中の取組内容のところに、

「自殺に気持ちが傾いた人」と書いてあるのですが、厚労省のホームペ

ージを見ますと、ゲートキーパーは、自殺の危険を示すサインに気がつ

きというふうに書いてあります。 

     ですから、自殺に対して気持ちが傾くという以前に、周りが、あれ？

    何か元気がないなと気がつくとか、自殺の危険を示すサインに気がつく

    という、どちらの表現がいいのかと、少し思ったところなのですが。 

     もう既に気持ちが傾く前に、危険、あれ？と思ったときに、声をかけ

て、話を聞いて、必要なところに繋げるというのがゲートキーパーの役

割なのですけれども。 

     一番上の行に、「さまざまな悩みや生活上の困難を抱え、自殺に気持ち

が傾いた人に対しての早期の『気づき』が重要であることから」と書い

てあって、これは、調べたところ、ＳＮＳなんかの相談事業のガイドラ

インには、自殺に気持ちが傾いた人と書いてありました。 

     ですから、これは間違いではないのですが、まずは、自殺に気持ちが

傾いた人は、多分、ＳＮＳとかで自分で発信していく、自分で何かのホ

ームページを見たら、どこかに繋がって、相談するとか、何かに繋がる

のかと思って、上はいいのではないかと思ったのですが、ゲートキーパ

ーに関しては、あれ？変だぞとか、いつも元気なのにとか、気づいたと

きに、声をかけられるというか、自殺に気持ちが傾いていなくても地域

で見守る体制ができるといいのではないかと思いまして、少し表現を変

えるのも一つの方法ではないかと思ったのですが。 

【桑原委員】この「自殺に傾いた人」という表現をどう考えるということもなか

なか難しい問題です。実は、厚生労働科学研究の一つに、地域での自殺

対策推進に向けた対応ツールづくりをするという試みがありました。私

もその研究班のメンバーだったのですが、その作業のなかで、自殺にか

かる相談者のための対応マニュアルとして「自殺に傾いた人を支えるた

めに～相談担当者のための指針～―自殺未遂者、自傷を繰り返す人、自

殺を考えている人に対する支援とケア」が作られました。そのときに「自
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殺に傾いた人を支援する」という表現を採用したのです。 

それはなぜかというと、自殺の危険の程度は、人によってさまざまで

す。ですから、できるだけ軽い段階、それに気づいた早い段階で支援が

行うことができればいいのではないかということです。身近な人であれ

ば、ほんとうに、あれ？いつもと違って食事が少ないとか、そういうよ

うなことで自殺に傾いているということがわかります。必ずしも今まさ

に自殺をしようとしている人への対応支援ということではないわけで

す。 

しかも、自殺の危険の程度は、同じ人でも、一日単位、あるいは状況の

変化によって変わるのです。死にたい気持ちというのが、いつもあると

かないとかということではなく、常にこの二つの極の間で変化している

のです。 

そういう意味では、最初の自殺総合対策大綱での取り組みが始まった

ときには、危険を示す１０のサインというのが示されたのですが、実は、

それ以外にサインはもっとたくさんあるということがわかったことと、

まさに自殺の危機に直面している人をなんとか止める手立てではなく、

死にたいという気持ちに陥ったり、死に傾いたとき、そういう人に寄り

添い、支えることが必要なのだということがわかってきました。それで、

誰でもがこういう支え手としての役割をとれるようにしようということ

でゲートキーパー養成が目指されるようになったという経緯がありま

す。 

ただ、このゲートキーパーという言葉自体がとても重いですよね。直

訳すれば、自殺への入り口を守る門番ということですから。ある神奈川

県の市でのモデル事業を行ったとき、市の担当者から、ゲートキーパー

などという言葉を使ったら、市民の方々は怖がって誰もやる人がいない

という意見が出て、「私のこころサポート」を基本にした「こころサポー

ター」というような表現にして、ゲートキーパー活動をする人を増やす

こととしたことがありました。ですから、寒川町の計画書案でも、ゲー

トキーパーという国での表現は使っても、その説明の中ではこころサポ

ーターという表現を使っているのだと思います。 

というわけで自殺の危険の差し迫った人がまさに自殺への道に足を踏

み出すその入り口を守る門番、自殺を押し止めるという重い役割をとる

人という意味ではなく、自殺に傾いた人というもっと広い対象者に対し、

家庭、学校、職場、地域といったいろいろな生活の場面で、身近で大切な

人のいつもとは違う様子に気がついたときに、その人に寄り添い支え、

生きる力を引き出し支えるといった、いわば少しやわらかい段階での支
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援をゲートキーパー活動とするようになりました。ですから、その辺を

踏まえて町としてのゲートキーパー養成の目標をどう定めるかを考えて

いただくということだろうと思います。 

【花山会長】ありがとうございました。 

     いかがですか、事務局では。 

【事務局】ゲートキーパーについては今、桑原委員からもご意見をいただきまし

たけれども、注釈でも「自殺の危険を示すサインに気づき」というよう

に入れさせていただいておりますし、１行目でも「自殺に気持ちが傾い

た人」というような表現をさせていただいております。ですから、取組

の中もそれに合わせて、「自殺に気持ちが傾いた人」ということで、危険

を示すサインも含めて、気持ちがそちらに動いている人への気づきがで

きるような、そういった人材の育成というニュアンスで、今回、こちら

の表現をさせていただきましたので、できればこのままにさせていただ

ければと思うのですが、よろしいでしょうか。 

【花山会長】それでは、下の米印の注釈のところにも書いてありますのでどうで

しょうか。 

【井上委員】ここで、これを見たらよくわかると思います。 

【花山会長】では、そのようにお願いいたします。 

     そのほかはいかがでしょうか。 

【稲葉委員】同じ１３ページの１の「地域におけるネットワークの強化」でござ

いますが、前回の２回目の会議を経て、「ＮＰＯ法人、社会福祉協議会、

保健所など、自殺対策に係る相談支援機関」と入れていただいたのだと

思うのですが、もしその文章で行くのであれば、社会福祉協議会は外し

ていただきたいと思います。 

     ただ、この内容の趣旨からいきますと、自殺の原因は、健康問題、生活

苦、人間関係などがあるから、地域のさまざまな相談関係機関との連携

が大事ですということであれば、社協は残してもらって、「自殺対策に係

る」という文字をカットしていただけたらと思います。 

【花山会長】いかがでしょうか。 

【事務局】「自殺対策に係る」というのがあると、自殺対策という限定的な、狭い

意味での相談と捉えられてしまうというご意見だと思いますので、自殺

対策相談ではなくて、そのほかの生活、暮らし、人間関係などを含めた

いろいろな相談の支援機関というニュアンスということですので、「自殺

対策に係る」というところは削らせていただいて、さまざま要因に対応

できるいろいろな相談機関というニュアンスで捉えていただけるように

したいと思います。 
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【花山会長】そのほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

     それでは、第３章につきましては、事務局のほうから幾つか修正版の

出されたものを含んで、このような形でよろしいでしょうか。 

     それでは、第４章に移らせていただきますので、事務局から説明をお

願いいたします。 

【事務局】２３ページをご覧ください。 

 第４章については、（２）進行管理のイの２行目の「し」が少しずれて

いたので、そのあたりを修正してはどうかというご意見をいただいてお

りますので、表記、内容ではなく位置などの調整をさせていただきます

が、ほかには大きな変更は、４章についてはございません。 

     説明できる部分がなかったので、４章ではないのですが、お配りさせ

ていただきました生きる支援の関連施策一覧（案）について、追加で説

明させていただきます。 

     こちらの生きる支援の関連施策については、総合計画の２０６の実施

事業について各課に調査を行い、自殺対策の視点を加えた事業案を提案

してもらいました。 

     ２０６のうち、事業案を提案していただけたのは、こちらに載ってい

る３９提案になります。 

     この３９提案を再度見直し、このまま関連施策とするか、仮に関連施

策とする場合は、基本施策の例えばどれと関連するのか、重点施策のど

れと関連するのかというのを、こちらで検討した結果がこの一覧になり

ます。 

     この３９提案のうち、黒で色づけされている４番につきましては、も

ともと担当課も自殺案はなしで、括弧でこういうことができる、協力は

できるとなっていたので、これはなしというのを活かして関連施策には

載せないという形をとりました。 

     計画自体の取り組みとなった部分などについては、ピンク色で色づけ

してある８事業になるのですが、こちらは計画自体に載っているという

ことから関連施策から外すこととしました。 

     残りの３０事業を関連施策として、事業案の言い回しを若干変更しま

した。そちらが赤で示させていただいているものになります。 

     その後、再度見直しを行って、あと３カ所訂正を行いました。 

     まず、８番についてなのですが、自殺対策の視点を加えた事業案の欄

に、「講座等開催時に自殺対策に関するチラシや啓発物品等の配布に協力

することはできる」とありましたが、協力できるでは、事業案としては

少し他人ごとではないかというご意見もいただきましたので、「に協力す
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ることはできる」を消して、「配布をすることで、相談先情報の周知を図

ることができる」という、若干、事業案としても積極的な表現に変えさ

せていただくこととしました。 

     続きまして、番号の２８、子育て支援課の歯の予防の関係なのですが、

同じく自殺対策の視点を加えた事業案のところで、「２歳児歯科健診、子

どもに対する歯科検診」と２個併記していたのですけれども、担当課と

相談し、「２歳児歯科健診」をカットして全体を示す「子どもに対する歯

科健診」と変更しました。また、「健診」の「健」が検査の「検」になっ

ていたのですが、こちらは健康の健なので、「歯科健診」と修正しました。

さらに、最後の部分が、「可能。」で終わっているのですが、「可能である。」

というように変えさせていただきました。 

     ３９番ですけれども、自殺の視点を加えた事業案というところで、「学

校に生きづらいと思っている子どもたちにとって『安心して過ごせる居

場所』となり得る可能性もある」とありましたが、なり得るだけで十分

可能性があるという意味なので、「なり得る。」で「可能性もある」は消し

ました。 

     このような形で関連施策一覧は修正させていただきました。 

     なお、こちらについては、担当部課で、例えば環境課が行っている事

業なら環境課でまとまっていたほうがいいだろうということで、課ごと

に機構順でまとめました。 

     関連施策一覧については、今ある事業を自殺対策の視点を加えた事業

として見た場合どうなるかというものであり、パブリックコメントの意

見をいただくといった部分ではないかと思いますので、パブリックコメ

ントにつきましては、先ほどお示しした第１章から第４章までの案に表

紙をつけた形で出していきたいと思っております。 

     なお、この関連施策一覧につきましては、市町村によって、資料編に

つけているところもあるのですが、寒川は３章の終わりぐらいに入って

くるのではないかと考えております。 

     説明が前後してしまいましたが、こちらの生きる関連施策一覧につい

ては、１２ページの施策体系でいきますと、一番右側に縦書きで書いて

いる「生きる支援の関連施策」に当たる部分になります。 

     ４章の説明と関連施策については以上となります。 

【花山会長】ありがとうございました。それでは、ご意見のある委員がいらっし

ゃいましたらお願いいたします。 

【井上委員】関連施策一覧作成、ほんとうに大変だったと思います。茅ヶ崎でも

１７００ぐらいを７００に絞り、４００に絞り、２００に絞り、４０幾
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つに絞り、ものすごく大変な苦労をしてここまで来たのだというのをす

ごく感じます。 

     ただ、この表頭のところの調査番号というのは、これは取ってもいい

のではないかと思いました。 

【事務局】調査番号は、前回２０６事業の資料を出させていただいて、その資料

との整合性がわかるように残しましたが、取らせていただきます。 

【花山会長】質問はございますか。よろしいでしょうか。 

     それでは、第４章についても、事務局のほうから修正を含んだ上で、

新たに、今日、提案する形になっていますので、そちらの案でよろしい

でしょうか。 

     それでは、第４章まで審議してまいりましたけれども、本日、素案の

確定という回になっていますので、全体をもう一度見ていただきまして、

ここで最終的にご意見が何かないかどうかという確認をさせていただき

たいと思いますので、いかがでしょうか。 

【小泉委員】内容ではなくて恐縮です。目次なのですけれど、第２章のところの

４と５については、これは８ページになりませんでしょうか。 

【事務局】申し訳ありません。ページ番号は、修正をさせていただきます。 

【曽我委員】生きる支援の関連施策のところで、生活苦に対する支援があまり入

っていないように思うのですが、確かに生活保護や生活困窮者の支援は

県のほうの事務所でやっていますが、町の福祉課でも相談とかはもちろ

ん受けているので、そういうあたりは、やはり何か入れなくてよろしい

のかどうか。生活困窮というか、そういう相談窓口をしているものなの

で、このプロファイルなどを見ると、やはり生活苦というのは、欠かせ

ないところではあるので、そのあたりは何かしら入れたりしないものな

のでしょうか。 

【稲葉委員】今の意見に関連して、先程、社会福祉協議会の話が上がりましたが、

直接的支援をしているのは、市町村社会福祉協議会ではなくて、県社協

です。 

【曽我委員】今、郡部の生活困窮は、神奈川県の県社協がやっています。 

【稲葉委員】そうすると、直接的支援のところで、ＮＰＯさんとか県社協。 

【曽我委員】そのあたりをどのあたりで入れていいのか、わかりませんが、福祉

課で相談を受けているわけだから、そういうものを入れるのがいいので

はないかと思います。 

【事務局】生活困窮のネットワークなどの支援というのは、今、社会福祉協議会

の稲葉委員からもお話があったとおり、県社協の事業としてやられてい

るので、直接、町の福祉課の事業ではないと。今回、この生きる支援の関
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連施策の一覧というのは、町の事業でという捉えで洗い出しをしている

形になっているものですから、直接、町がやっている事業ではないとの

ことで捉えております。 

【井上委員】曽我委員が言ったことは、すごく自殺対策と関連しているので、施

策一覧のところの１９番、相談支援事業、これは障害者が自立した生活

ということで、障害者に特化したような形で書かれているのですけれど

も、例えば「生活困窮者・障害者」とか、あるいは「等」を入れるとか、

何らかの形で福祉課が行っている相談、実際に近づけた形でどうかと思

ったのですが。窓口がないわけではないから。 

【曽我委員】十分にいろいろ相談窓口を知っていただいて、それでうちに繋いで

いただいたり、県社協につないでいただいたりして、一義的にはそちら

で、町できちんと相談を受けていただいているので、あるいは民生委員

さんからの情報が入ったりとかは町なので。入っていたほうが。 

【事務局】決して生活困窮の相談窓口がないというわけではなく、こちらで言う

事業名が、先ほども申し上げたとおり、総合計画に位置づけられている

事業ごとで洗い出しをした形になっているものですから、それでこちら

の福祉課の場合は、障害者向けの相談支援事業というのが町事業として

総合計画にも位置づけがされているという形になっているのです。 

     そのため、生活困窮者の部分も庁内の連絡会の作業部会という担当者

レベルの会議の中でも意見が出たのですが、町事業として実施している

ものというのが、明確に予算とか事業としてはないという形になってし

まっているものですから、それを載せてしまうと、ほかのところでやっ

ている県の、例えば教育委員会でやっているいろいろな相談事業とか、

ケースワーカーさんの派遣事業とかも全て網羅して載せることになるの

か、そういった議論もありまして、町の計画で、町の事業というような

区切りをし、今回、このような形にさせていただいております。 

    以上です。 

【花山会長】よろしいですか。そのほかはいかがでしょうか。 

【小泉委員】内容ではなく、表記の仕方なのですが、２４ページで、町の自殺対策

庁内連絡会の課の名前、その文字の大きさが少し小さいのではないかと。

基本施策の中でも、ネットワークの強化の中の２番目に出てくる大きな組

織なので、もう少し字を大きくしていただくと見やすいのではないかと。 

【事務局】わかりました。そちらは対応させていただきます。 

【花山会長】そのほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

    それでは、全体を通しての確認を終了させていただきますが、修正が一

部分入ってきています。この後、事務局で修正していただいたもののさら
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なる確認ですが、日程をお聞きしていますと、かなりタイトなようですの

で、委員全員がというよりは、会長・副会長のほうで一つずつ確認させて

いただいて、事務局のほうにお返しするというような手順でもよろしいで

すか。 

    では、そのようにさせていただきたいと思います。 

    それでは、続きまして、議題の２番のパブリックコメントの実施につい

て、事務局からご説明をお願いいたします。 

【事務局】パブリックコメントの実施についてですが、本日、確定した内容を会

長・副会長に確認していただいた上で、もう一度、町の庁内連絡会にも報

告をして、そのあと、全庁会議というものに報告をした上で、次第に記載

させていただいたとおり、１０月２５日に町議会総務常任委員会協議会で

パブコメの実施の報告をいたしまして、その後、自治会にもパブコメを行

いますという回覧の依頼をさせていただきます。また、１２月号の広報に

パブコメの実施について周知を行い、パブコメ自体は、１２月１日から、

お正月休みが入りますので、１月５日までの実施を考えております。 

    パブコメ資料の閲覧場所ですが、通常、役場のロビー、担当課、町民セン

ター、町民センター分室、南北の文化福祉会館、図書館、健康管理センター

体育館となっており、これらには配置したいと思っています。また、ホー

ムページやお知らせメールの配信などもあわせて行っていこうと思ってい

ます。プラスしてこんなところに閲覧場所を設けてはどうかというご意見

があれば、お伝えいただければと思います。 

    以上です。 

【花山会長】パブリックコメントの実施についてはよろしいでしょうか。 

    それでは、次第の５番、その他に移ります。委員の皆さんから何かござ

いますか。よろしいですか。 

    事務局はいかがでしょうか。 

【事務局】次回の会議のおおよその開催時期についてなのですが、パブリックコ

メントの意見をいただいて、それを集約した後になりますので、おおよそ

２月ごろを予定しております。また日程調整などはさせていただきますの

で、よろしくお願いします。 

    以上です。 

【花山会長】ありがとうございました。それでは、これにて本日の日程は終了と

なりますので、進行を事務局にお返しします。 

【事務局】花山会長、議事進行を大変ありがとうございました。委員の皆様も長

時間にわたり、ほんとうにさまざまなご意見、貴重なご意見をいただきま

してありがとうございます。 
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    おかげをもちまして、今日、パブリックコメントの素案という形でまと

め上げることができました。この後、先ほどご報告をさせていただきまし

たが、パブリックコメントを実施して町民の皆様からのご意見をいろいろ

いただく機会を設けております。 

    ぜひ、委員の皆様も関連するところで、パブリックコメントをやってい

るから見てというようなアナウンスをしていただけると助かります。 

    このようにタイトなスケジュールの中、委員の皆様には、ほんとうに細

かい部分まで素案をお目通しいただき、さまざまなご意見をいただき、や

っと今日、このような形でまとめ上げることができました。ほんとうにあ

りがとうございます。感謝申し上げます。 

    今後も、完成まであともう一息でございます。ぜひ、町の自殺対策計画

の策定及び推進に今後もご協力をお願いしまして、閉会の言葉とさせてい

ただきます。 

    本日は、どうもありがとうございました。 
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